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※ニセモノ警察に注意

１ ＳＮＳを通じて連絡してくる。
２ 警察手帳や逮捕状等の画像を送る、見せる。
３ 逮捕する、逮捕される等と金銭を要求する。

※ 金地金をだまし取る詐欺に注意

警察官を名乗り、
１ あなたに金融詐欺の逮捕状が出ている。
２ 身の潔白を証明するために資産の提出が必要
等と金地金（金塊、インゴット）を購入させ、
だまし取る手口があります。

警察が上記事項の事をすることはありません。

◎ 運転車が実践すること
１ お酒を飲んだら運転しない！
２ 深酒をしない！
３ 自転車の飲酒運転も違反です！
◎ 周りの人が実践すること
１ 運転する人にお酒を飲ませない！
２ お酒を飲んだ人には運転させない！
３ お酒を飲んだ人の車には乗らない！
４ お酒を飲んで運転する可能性がある人にお酒を飲ませない！

飲酒運転の根絶について


